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１．「第１章 事業計画の概要」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

1-1 事業計画 

（対象事業

実施区域） 

事業実施区域など明示した用地買収線に

ついて、もう少し施主が地権者に理解と協力

を得たうえで、くし形状（もしくはくさび状）

の買収線をもっと土地を有効に活用するた

め正多角形に（二等辺三角形）に近い形で用

地買収することにより P1-10 の施設配置計

画・動線計画をより適切な有効活用（死水域：

デッドゾーン）のない配置計画が可能とな

る。 

よって企業者はもっと用地買収に努力さ

れたい。 

当該対象事業実施区域について

は、計画地を選定する過程において

地元である浅利自治会の合意を得

ている区域であり、本事業実施にお

いても十分な面積が確保されてい

ることから、更なる区域拡大は考え

ていません。 

1-2 事業計画 

（事業の目

的） 

従前 3 ブロック（峡北、中巨摩、峡南）が

新規に山梨西部広域環境組合（組織 5 市 6 町

全人口約 31 万人とのこと。）それを一括して

中央市浅利地先に新規ごみ処理施設を建設

する計画です。 

問題点として従前 3 ブロックでそれぞれ

単独に処理処分してきた地先主義から大変

更して大規模集約型に移行しますが、極端に

いえば北端の北杜市（小淵沢町）はとなりの

長野県原村、諏訪市など、南端の南部町（万

沢）は静岡県の芝川町、富士川町などに運び

県をまたいだ超広域的処理の方が合理的で

す。 

なおこの良き事例として、上野原市のごみ

処理場が火災となり一時埼玉県に処理を依

頼していたが、近くの富士吉田市が協力する

体制を確保した事例があります。さらに新型

コロナウイルス対策のためのワクチン接種

として全国で初めてのケースである「鳥取県

と兵庫県」が県境越え共同接種を可能とした

新聞記事があります。 

よってごみ処理も合理的、経済的見地から

超法規的措置による近隣行政同士の合意形

成を望むものです。 

ご指摘の意見等も踏まえて、各構

成市町において協議、検討した結

果、本事業の実施に至ったものと考

えています。 

1-3 事業計画 

（設備・処

理フロー） 

方法書の説明会で自家使用／売電との説

明があったが、前回（R3 年 2 月頃）の「ごみ

処理施設整備基本構想」（案）R3 年○月には

売電については記されていないと思います

説明会で示した処理フローは、廃

棄物の焼却時に発生する排ガスの

流れを説明するため、方法書図1.5-

2(1)をさらに簡略化した一般的な
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が、この売電について詳細説明が必要です。 フロー図であり、排ガスエネルギー

の有効利用策として発電（自家使用

/売電）を示したものであります。 

現在、本組合が整備する廃棄物処

理施設においての発電の有無につ

いては未定でありますが、令和4・

5年度に実施予定の基本設計（実施

計画）において、検討したいと考え

ています。 

なお、ごみ処理施設整備基本構想

においては、ごみ焼却施設の処理残

渣物の適用可能な処理・処分方法の

一つとして発電（場内利用、売電）

を示しています。 

1-4 事業計画 

（スケジュ

ール） 

方法書、準備書、評価書さらに都市計画決

定に係る工程管理と建設工事着手及び工事

完成予定年月等全体の事業スケジュールに

ついて 

先行事例の甲府・峡東ごみ処理施設の例に

よりますと、H19年9月に方法書の知事意見が

送付され、H23年11月に準備書の知事意見が

送付され、H24年5月に評価書の知事意見が送

付されました。 

さらに施設建設工事はH26年10月着工し

H30年11月完成しましたが、ごみ処理施設だ

けをみるとH29年4月から供用開始されてい

ます。（注：これは笛吹市が地域振興施設整

備事業として、別事業が、また山梨県市町村

総合事務組合が廃棄物最終処分場を担当し

ています。） 

まとめ：両者を比較すると当山梨西部広域

環境組合ごみ処理施設の「事業スケジュー

ル」の方がより厳しい条件下にあり本当に

R13年度に供用開始されるか不安です。じっ

くり繰り下げて考え直す必要があります。 

本事業については、方法書表1.5-

5で示す各事業工程を期限内で進捗

することにより、十分可能なスケジ

ュールとなっており、令和13年4月

からの新ごみ処理施設の供用開始

を予定しています。 

1-5 事業計画 

（スケジュ

ール） 

ごみ処理施設整備基本構想（R3 年 3 月版）

P124 の第 11 章 事業スケジュールと、今回

のごみ処理施設整備事業環境影響評価方法

書（R3 年 11 月版）P1-15 の表 1.5-5 事業ス

ケジュール（案）の違いが 1 点あります。そ

れは環境影響評価です。 

令和 7 年度が当初は中抜けして調査しな

いこととなっていましたが、前回 R3 年 2 月

26日提出した意見書ではこの事を指摘し、中

令和2年度に策定したごみ処理施

設整備基本構想の事業スケジュー

ルについては、本組合の前身である

峡北・中巨摩・峡南地域ごみ処理広

域化推進協議会において示した事

業スケジュールを踏襲していまし

たが、県及び環境影響評価業務委託

コンサルタントに確認したところ、

造成工事着手中も環境影響評価事
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抜けは良くないと述べました。そこで今回は

それが継続調査となり改善されています。 

改善理由が知りたいです。 

後調査を実施しなければならない

ことが分かったため、今回追加・修

正を行いました。 

1-6 事業計画 

（ 道 路 計

画） 

ごみの搬入ルートは、国道 140 号、県道 3

号、12 号、29 号を主に使用するとあります。

なおこのことについては「本文」1-19（供用

時走行ルート）、1-25（工事中ルート）2-66

（交通量観測地点）などに交通網が画かれて

います。 

そこで 1-19 ページ主要な走行ルート図

に、上記の 2-66 図を重ね合わせると「新山

梨環状道路」玉穂西ランプ～玉穂中央ランプ

の道路が P1-19図 1.5-5に欠除していること

がわかります。 

南アルプス市、北杜市のごみ処理運搬車

（パッカー車）の運転員は自ら最適な運行コ

ースを選択すると思いますが図に追記願い

ます。 

そのコースが必要なのは図 1.5-4 土地利

用計画（案）1-17 ページの図からもいえるこ

とですが、処理内に国道笛吹ラインから進入

するには右、左折考えられますが、交通工学

上の渋滞緩和の見地から見ると左折の方が

渋滞緩和に寄与することは当然です。 

この交通導線を基本に場外へのルートも

左折を主とするルートを一考願います。 

方法書図1.5-5及び図1.5-7とも

対象事業実施区域への主な走行ル

ートとして、国道及び県道を示した

ものであり、搬出入ルートとして限

定するものではありません。 

また、施設供用時においては、新

山梨環状道路を使用したご指摘の

ルートも想定しております。 

ご指摘のとおり渋滞緩和策とし

て、甲府中央右左口線を経由して国

道140号に接続し、対象事業実施区

域に左折するルートは有効であり

ますが、国道140号から右折する車

両による渋滞を発生させないため、

現在、国道140号を拡幅し、右折レ

ーンを整備することについて検討

しています。 
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２．「第２章 対象事業実施区域及びその周囲の概況」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

2-1 社会的状況 

（ 調 査 範

囲） 

本文 2-55、（1）人口及び世帯数より、中央

市、甲府市、笛吹市、南アルプス市、市川三

郷町、昭和町及び山梨県(全県)の人口と世帯

数が表にある。当組合は 5 市 6 町計 11 団体

だが上記の甲府市と笛吹市とは無関係の団

体である。なぜ表にのせる必要があるのか教

示願いたい。 

なお、この節では以下同様なことがいえ

る。 

・P2-59 2.2.4 産業（2）農林業、（4）工業、

（5）商業 甲府市のデータが入っている 

・P2-68 2.2.6 土地利用 (1)地目別土地利

用 

・P2-83 2.2.9 下水道等 (1)下水道 (3)上

水道 

・P2-109 ②一般廃棄物発生量及び処理状

況   甲府市、笛吹市 

・P2-114 2.2.11 開発計画等の策定状況 

・P2-120 (2)甲府市 1）甲府市環境基本計

画 

・P2-125 (3)笛吹市 1）笛吹市環境基本計

画 

再度問いますが、甲府市と笛吹市のデータ

が載せてあるのは何故ですか。ただ単に比較

する近くの自治体がその主な理由ですか。 

方法書第2章「対象事業実施区域

及びその周囲の概況調査」（既存資

料調査）の範囲は、方法書ｐ.2-1に

示すとおり、対象事業実施区域を中

心とした約10km四方を基本とし、そ

の範囲に含まれる市町村である「中

央市、甲府市、南アルプス市、笛吹

市、昭和町、市川三郷町」を対象と

して資料を収集し、取りまとめたも

のです。 

そのため、山梨西部広域環境組合

の構成市町とは一致していません。 

2-2 社会的状況

（ 土 壌 汚

染） 

今回評価方法書の P2-103 に、(7)土壌汚染

が記されている。前回意見提出時（R3 年 2 月

26 日）第 11 章 事業スケジュールの表 11-1

の中で 9 造成工事があります。 

そこで意見を述べたのが、大塚流通団地造

成工事に際し地下から異物（コンクリートガ

ラ、廃木材、As 舗装ガラなど）が出現し、そ

の対策に売主である県関係機関と用地取得

者さらにはそれを捨てた原因者（業者）間で

社会問題になったことは記憶に新しい。 

よって当予定地でも先行試掘や土地所有

者から事前ヒアリングを行い必要な対応、対

策が要求される。 

 

当該対象事業実施区域について

は、土地の利用履歴及び現況も農地

であることから、ご指摘の異物等が

地中に存在していることは想定し

ていませんが、地権者からの聞き取

り等により当該事例が発生した場

合については、適切に対応したいと

考えています。 
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2-3 社会的状況 

（地震・水

害） 

 

本文 2-185、2-188、2-189 より 

P2-185 8）地震、水害による被害想定区域

等より、災害対策基本法、南海トラフ巨大地

震対策特別措置法、水防法等により水害被害

想定等が規定されている。 

 (1)液状化 図 2.3-14 より指標値（PL 値）

は 15 以上、(2)最大水深 図 2.3-15 より最

大水深 5.0～10.0ｍである。 

なお、P2-12 には 2.1.3 地形、地質、土壌

があり、表 2.1-6 重要な地形の状況の中に、

曽根丘陵の新規断層変位地形（地質学の教育

上重要な地形もしくは地形学の研究の進展

に伴って新たに注目した方が良いと考えら

れる地形）とある。 

さらに当地より西方約 15～20 km地帯には

南北にのびる静岡―糸魚川構造線が走って

います。 

これらの活断層が地震発生した場合はＭ7

～8の大きなエネルギーを放出し多大な被害

発生の恐れがあります。 

よって処理場諸施設を建設するに当たっ

ては幅広い分野からのアドバイスを受け適

切な構造物が要求されます。 

対象事業実施区域に整備する廃

棄物処理施設の地震、洪水の災害対

策としては、ごみ処理施設整備基本

構想に示した対策（案）を基本とす

る中で、災害時において施設の操業

に支障が及ばないよう、万全な対

策・対応に努めたいと考えておりま

す。 
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３．「第３章 環境影響要因及び環境要素の抽出」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

3-1 環境影響要

因 

環境アセスをする項目は、ごみ処理施設等

本事業特性や既存資料調査から得られた対

象事業実施区域周辺の自然的条件（気象・地

形・生態系など）社会的条件（土地利用など）

をもとに選定した。 

参考までに中部横断道北部区間（長坂町～

長野県佐久郡佐久穂町）の環境影響評価方法

書中の環境影響評価について、両者を比較す

ると付加されているもの欠除されている項

目などが見られます。 

当地区での不足項目は次のようです。 

1.電波障害 2.文化財です。 

注意：日本の歴史上、山梨県内では甲府盆地

南東側の盆地と低山（丘陵地）とが接する、

笛吹市境川、旧芦川村、旧豊富村などに古代

文化遺跡が多数存じています。 

なお、本文 P2-46 2.1.5 景観の中で、表

2.1-24 主要な眺望点及び P2-47 図 2.1-19 位

置図の中に、伊勢塚古墳、大塚古墳が近くに

あります。 

この 2 件は高台にありますが、中央市成島

地先のリニア中央新幹線予定地の水田地帯

では、現在県の文化財関係機関による現地詳

細調査が人力により多大な人数と時間をか

けて調査中です。 

よって当地でも文化財発掘調査が必要で

す。 

お示しいただいた「中部横断自動

車道（長坂～八千穂）環境影響評価」

は、山梨・長野の両県にまたがる事

業のため、「山梨県環境影響評価条

例」と「長野県環境影響評価条例」

の両方に沿って検討されています。

「電波障害」と「文化財」は、長野

県条例において環境影響評価項目

として設定されていますが、山梨県

条例では設定されていないことか

ら、本事業では検討の対象としてお

りません。なお、より大規模な事業

を対象とした国の法律「環境影響評

価法」においても、電波障害と文化

財は環境影響評価項目として設定

されておらず、評価が必須な項目と

までは考えておりません。 

電波障害については、大きな建物

等が建設された場合などにごく近

傍の地域でテレビ等の受信に影響

が生じる可能性があるとされてい

ます。しかし、本事業の対象事業実

施区域の周辺は主に田畑となって

おり、最寄りの住宅まで750ｍ以上

離れているほか、現在一般に使用さ

れている地上デジタル放送は、以前

のアナログ放送と比べて電波障害

がほとんど生じないとされていま

す。以上のことから、障害が発生す

る可能性はほとんどないと考えま

す。 

文化財について、対象事業実施区

域は、文化財保護法に係る保護対象

にはあたりません。万一、工事中に

埋蔵文化財が確認された場合は、文

化財保護法に則り速やかに関係先

に報告し、指導に沿って調査や保全

対策などの措置を行います。 
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４．「第４章 環境影響評価を行う項目」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

4-1 項目（放射

線の量） 

方法書によると、放射線量調査は行わなく

て良いことになっている。また本文 2-51 ペ

ージには、（1）市川三郷町の西八代合同庁舎

地上 1m で計測中（月 1 回）（2）甲府市（県

衛生環境研究所）モニタリングポストで通年

計測しているとのこと。 

なお、これとは別に山梨西部広域環境組合

が発注した業務入札公告第 2 号（R3.4.23 付）

によるとその中に「ごみ処理施設整備に係る

環境影響評価等作成支援業務委託」仕様書

（R3 年 4 月）の中で、「評価項目、5.放射性

物質、(1)放射能の量」が記されている。P21

には具体的な調査方法、仕様が記されてい

る。さらに「積算総括書」の第 2-1 号 内訳

書 第 13-13 号明細書にも、放射線の量測定

調査明細書が記されている。 

よって当初計画ではこの調査が必要と設

計・積算したにもかかわらず、いざ出発する

と「不用」との 180°違った方向になった要

因を知りたい。 

環境影響評価の項目については、

方法書p.2-51に示すとおり既存資

料調査を行い、山梨県内の空間線量

率が除染基準より大幅に低いこと

を確認しました。また本事業では、

放射線の量が高い土砂の持ち込み

など放射線を発生させる活動を行

わない計画です。今回の方法書作成

にあたり、これらの既存資料調査結

果や事業計画を踏まえて改めて検

討し、放射線の量については環境影

響評価項目に選定しないこととし

ました。（方法書p.4-14参照） 

ご指摘の仕様書については、既存

資料調査を行う前に設定した仮の

内容であり、同書においても「必要

に応じて項目を削除し、または追加

するものとする。」としています。

方法書作成にあたり、前述のとおり

改めて既存資料調査や事業計画を

確認し、項目の追加や削除を行った

ものです。 
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５．「第５章 環境影響評価の手法」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

5-1 植物・動物

（猛禽類） 

猛禽類は周辺 1Km の範囲で調査する。なお

希少猛禽類は 2 営巣季調査するとあります。 

また本文での記述は次のとおりです。 

・P2-36 保全すべき動物・文化財保護法・山

梨県希少野生動植物保護条例・環境省レッ

ドリスト 2020・山梨県レッドデータブック 

・P2-38②鳥類 表 2.1-17(1）保全すべき種

（鳥類）タカ目ミサゴ科ミサゴ、タカ科ハチ

クマ、サシバ、オオタカ、クマタカなど多数 

・P5-47 5.2 生物の多様性 5.2.1 植物、動

物 

・P5-50（2）陸上動物への影響 表 5.2-3（1）

調査、予測及び評価の手法（陸上動物への影

響）3.調査地域 現地調査：猛禽類は対象事

業実施区域及びその周辺 1 km の範囲とし、

確認状況や繁殖状況により調査範囲の拡大

を検討する。 

※聞きたいこと 

①上記 2 営巣季だけで良いのか、長期にわた

る追跡調査が必要。 

②周辺 1 km と言わずもっと広範囲に特に西

側の低山から里山に続く、地形、植生図を

参考に拡大を再検討願います。 

本文 P2-10 主要な河川 新せぎ川、また笛

吹川本流、浅利川などが近くを流れる。 

2-12、2-13ページより 近くに曽根丘陵が

ある。 

2-20～23 ページより 御坂山地から続く

丘陵地ではアカシデ、クヌギ、ケヤキ。南側

の丘陵は、果樹園、住宅地が主となりスギ、

ヒノキ、サクラ。クヌギ、コナラ群集、アカ

マツ植林がみられる。とある。（注：ワシタカ

類は針葉樹の高木に営巣する傾向が強い。） 

さらに詳細な目で見ると、P2-22 図 2.1-14

現存植生図（広域）には、42.シキミ-モミ群

集が示されている。具体的には旧芦川町の高

萩、中山、岱、畑熊に多く存ずる。当地は処

理場から直線距離で 5～6 kmに位置し標高約

300～400ｍの低山を呈している区域で、一級

河川「芦川」の左右岸に位置している。 

猛禽類の現地調査は、環境省「改

訂版 猛禽類保護の進め方」に準拠

し、2営巣期の調査を設定いたしま

した。なお、現地調査によって猛禽

類の繁殖が確認され、事業による影

響が予測された場合には、工事中お

よび供用時に追加のモニタリング

調査を実施するなど、適切な影響把

握に努めます。 

調査範囲については、対象事業実

施区域周辺1kmの範囲を基本としま

すが、現地調査における確認状況に

応じて地点の移動や新規追加等を

検討し、対象事業実施区域周辺の生

息状況を適切に把握できるよう努

めます。 
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なお参考ではあるが 

(1)甲府・峡東地域ごみ処理施設アセスには

モニタリング調査はＨ25，26，27，28 年オ

オタカ等希少猛禽類を 4 地点で、その他の

希少猛禽類（ミサゴ、ハチクマ、ツミ、ハイ

タカ、クマタカ）の 6 種が確認された。 

(2)リニア新幹線（早川町工事区域）ではクマ

タカ、イヌワシ調査 

(3)中部横断道身延南部町区間ではオオタ

カ、クマタカが確認されている。 

5-2 景観・風景 施設の存在による影響を評価するための

調査 8 地点✕2 季（展葉期、落葉期）とあ

る。 

また本文関連資料では、P2-46 2.1.5景観

(1)景観(2)主要な眺望点 表 2.1-24 による

と、全 9 地点が上がっている。 

P2-47 図 2.1-19 自然景観資源及び主要な

眺望点の位置、この中に「2-4 みたまの湯」

がある。 

当温泉は県内外、特に首都圏からも近いこ

とから東京、横浜、埼玉など多数の来客があ

る県内有数の温泉となっている。（交通のア

クセスも良い。）特に夜景は日本有数でまさ

に「日本夜景遺産」と謳っている。そんな時

に、このごみ処理施設の煙突から出る白いけ

むりがはたしてどのように映るか不安、心配

である。 

そこで当組合はモンタージュ写真（現況写

真への建物画像の合成）で予測するとのこ

と。 

なお、参考ながら近くの甲府・峡東ごみ処

理組合では H29 年 11 月「複数案等の決定経

緯に関する報告書」で、ごみ処理施設の外壁

色彩の決定経緯では多数外壁色パースやモ

ンタージュ写真を検討している。 

「みたまの湯」については、ご指

摘のとおり地域の主要な眺望点で

あることから、景観の調査地点とし

て選定し、調査・予測・評価を行う

計画としています。（方法書p.5-67）

その結果については、準備書に掲載

し報告します。 
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６．「第６章 専門家ヒアリング結果」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

6-1 ヒアリング

結果（陸上

動物） 

第 6章専門家ヒアリング結果 本文 6-1ペ

ージ 6.1 専門家ヒアリング結果 

打合せ時間が短いと思う。せめて 2～3h は

必要だろう。 

営巣に適した樹木を鳥類図鑑より引用す

ると次のとおり。 

1.オオタカ…アカマツ、スギ、常緑広葉樹林、

落葉広葉樹林 

2.クマタカ…マツ、スギ、針葉樹の高木 

3.チョウゲンボウ…岸壁、カラスの古巣など 

4.フクロウ…神社の森など、常緑広葉樹林、

針葉樹林 

5.ツミ…針葉樹（ヒノキなど） 

6.ハイタカ…アカマツ、カラマツ、ツガ 

7.ハヤブサ…断崖の岩間、他の鳥の巣穴など 

なお、私の観察日誌によると、オオタカは

モミの高木の枝先に球状の巣を木の枝を集

めて営巣した例が確認されている。したがっ

て本文 6-2 ページのウの記述「30 年前、当地

のアカマツ林は枯れて植生がないので、当地

近くでは営巣環境が存在しない」との極論は

必ずしも適切な助言ではない。鳥類は羽があ

るので、適切な場所に移動し従前のエサ場で

は狩をする生活は引きついでいるはずだ。 

専門家ヒアリングは、方法書の内

容について各分野の専門家に確認

いただき、地域の特性や調査にあた

っての留意点等についてご意見を

頂きました。なお、事前にメールで

のやり取りや論点を整理した上で

実施しており、適切な専門家ヒアリ

ングの実施に努めました。 

また、専門家ヒアリングにおいて

対象事業実施区域付近のアカマツ

林についてご意見を頂いており、方

法書の作成では参考とさせて頂き

ましたが、現地調査においては、対

象事業実施区域周辺の営巣環境に

ついて現況を適切に把握できるよ

う努めます。 
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７．「第７章 環境影響を受ける範囲であると認められる地域」について 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

7-1 影響範囲 第７章 影響を受ける範囲と認められる

地域 本文 7-1 ページに環境影響を受ける

範囲であると認められる地域として中央市

と市川三郷町が挙げられている。 

参考ページ 

・5-6 稼働による大気汚染への影響 

 二酸化硫黄、二酸化窒素、塩化水素など 

 (3)上層気象の状況（風向、風速、気温、逆

転層の発生状況）とある。 

・2-146 ページより 表 2.3-4 ばい煙発生施

設の排出基準（廃棄物焼却炉抜粋）より、

硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、塩化

水素とある。 

・6-1 専門家の意見 大気汚染 表 6.1-

1(大気汚染)より、なお計画地は盆地の端

に位置することから、地形や逆転層を考慮

して予測を行うこと。とある。 

まとめ：甲府盆地南端部で南方約 500ｍには

曽根丘陵が小高い丘（岡）を形成する。日本、

山梨、甲府盆地など冬季は大陸からの偏西風

が卓越する。よって P7-2 図 7.2-1 の影響

範囲は風向により東側に広がる楕円形を画

くはずです。もう少し東方には甲府市旧中道

町があります。それへの影響が心配されま

す。 

方法書図7.2-1に示した「環境影

響を受ける範囲であると認められ

る地域」は、山梨県環境影響評価条

例に基づく方法書送付等の手続き

の対象となる市町村を設定するた

め、現在入手できる情報をもとに仮

予測を行った結果です。仮予測は、

方法書ｐ7-1に示すとおり類似の一

般廃棄物処理施設の排ガス等の条

件を参考に最大濃度が着地する地

点の距離を計算し、その２倍の範囲

を示したもので、濃度分布の計算結

果を表すものではありません。 

大気汚染については、今後、本方

法書に示す手法に沿って調査・予

測・評価を行い、その結果を準備書

に掲載します。ご指摘いただいた濃

度分布についてもその中で報告い

たします。予測にあたっては地域の

地形や気象を適切に反映するよう

努めます。また、結果については専

門家へヒアリングを行い、妥当性を

確認いたします。 

それらの結果を踏まえて地域へ

の影響や必要な保全措置を検討し

ます。 
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８．その他 
 

意見

番号 
分類 意見の概要 事業者の見解 

8-1 その他 甲府・峡東地域ごみ処理施設 環境影響評

価準備書に対する知事意見（H23.11.22 提出） 

ここではあえて、準備書に対しての知事意

見を述べます。なおこの前段階で H19 年 9 月

18 日付で方法書に対する知事意見が先行し

て発せられています。 

準備書について、 

・大気汚染 逆転層の発生形態と大気汚染

物質の拡散状況把握 

・水質汚濁 凝集沈殿剤の使用、排水の一時

停止 

・陸上動物（希少種）ミソゴイの生息環境に

係る配慮、オオタカの生息環境に係る配

慮、フクロウの生息環境に係る配慮 

・人と自然の豊かな触れ合いの確保のため

… 

・景観 白煙による環境影響の把握 

…など、多岐にわたる知事意見が記されて

います。方法書、準備書をご一読ください。 

本環境影響評価では、環境影響評

価技術審議会による審議や、関係市

町長意見、また地域の皆様の意見を

踏まえて調査・予測を行い、保全措

置を講じたいと考えます。 

本環境影響評価に対しては改め

て知事意見が発出されるので、いた

だいた意見に対して十分な対応を

とるよう努める考えですが、お示し

いただいた類似施設の既存事例や、

最新の知見・マニュアル等も参考に

しつつ、より適切な内容となるよう

努めます。 

 

以上 


